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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年６月 23 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本

方針」の一部改定を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。  

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

 

当社における企業統治の体制は、会社法 362 条第４項第６号並びに会社法施行規則第 100 条第 1

項及び第３項の規定に従い、以下のとおり内部統制システムを構築しております。 

 

1. 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制 

(1) 「石井食品グループ行動規範」を定め、行動の基本ルールとし、取締役、執行役員及び使用人

は法令定款を遵守し、高い倫理観をもって事業活動に取り組みます。 

「石井食品グループ行動規範」は毎年発行する「経営方針書」とともに全従業員に配布し、誓

約書による確認を行っております。 

(2) 倫理委員会を設置し、「内部通報規程」に基づき、公益通報者保護の見地から、社員からの情

報収集や通報、相談ができる仕組みの維持・向上を推進します。 

社内で発生した重大不適合や「声の箱」に投書された事項の対応や是正内容を確認しておりま

す。 

(3) 倫理委員会は、社員の法令・定款違反行為につき、賞罰委員会に処分を求めるものとします。 

(4) 管理チームは内部統制システムが有効に機能しているか監査します。 

(5) コンプライアンス規程に基づいて事務局機能を有する内部統制委員会を設けて全社的な管理

を行い、取締役、執行役員及び使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。 

内部統制委員会は定期的に会議を行い、社内における内部統制の運用状況を確認しております。 

 

 



 

2. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

(1) 株主総会、取締役会、経営会議の議事録を法令及び規程に従い作成し、保管場所を定め、適切

に保管・管理します。 

(2) 経営及び業務執行に関する重要な情報・決定事項、社内通達などは、所管部署にて作成し適切

に保管・管理します。 

(3) 管理チームは内部統制の監査の状況を定期的に取締役会に報告します。 

(4) 機密文書管理規程に基づき文書及び情報の管理を徹底し、必要に応じ取締役、監査役、会計監

査人等が閲覧可能な状態で管理します。 

 

3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 「危機管理活動基本方針」、「経営危機管理規程」及び「天災地変・火災に関する緊急事態対策

規則」に基づきリスクを管理します。 

(2) リスクについては、経営会議に報告をし、重大なものについては取締役会に報告します。 

(3) 管理本部において、法務及び IT サービスシステムの責任者を設置することでコンプライアン

スと情報セキュリティに関する体制を強化しております。 

(4) 食品に関する品質・衛生・表示の管理、情報保全、環境、防災、犯罪、風評などに関するリス

クへの対応については、それぞれの主管部門においてルールや対応マニュアルの制定、教育・

啓蒙の実施をするとともに、必要に応じてモニタリングを実施します。 

食品安全につきましては FSSC22000を認証取得し、食品安全チーム会議においてリスク分析を

行い運用管理を行うとともに、定期的な検証を実施しております。環境につきましても

ISO14001を認証取得しており、環境委員会において管理しております。 

(5) 危機管理活動は、それぞれの主管部門で実施しているリスク分析に基づく管理の結果により、

当社グループで起こり得る経営上の損害・損失・重大な事態に備えます。また、想定される重

大危機に対する模擬訓練を定期的に実施し、危機管理態勢の見直し・改善を行っております。 

 

4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 執行役員制度を執ることにより、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、ロ

ス・ムダをなくし事業構造改革を迅速に進めます。 

執行役員・取締役が出席する経営会議において、ロスや基本ルール逸脱に対する是正の確認な

どを行っております。 

(2) 経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、そ

の審議を経ることでリスクの洗い出し、アセスメント及び対策を行い、重要な判断材料の提供

を行うことで、質の高い議論による取締役会での経営の意思決定を行います。 

(3) 予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施しており

ます。 



 

5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 「石井食品グループ行動規範」により、取締役、執行役員及び使用人は共通の行動理念を持ち

ます。 

(2) 管理チームは、監査法人、監査役と連携をとり、内部監査を計画的に実施し、会計の状況等の

業務を適正に監督します。 

 監査法人、監査役、代表取締役社長、管理チーム、財務戦略部が参加する定期ミーティングを

実施することにより連携を図っております。 

(3) 当社は子会社の取締役から職務の執行に係る事項の報告を定期的に受けるとともに、重要事項

については事前協議を行っております。 

(4) 当社及び当社子会社は ISO9001、ISO14001、ISO22000を認証取得し、内部統制システムの一環

として整備運用しております。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役との協議の上 

合意する人選を行って配属するものとしております。 

 

7. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

(1) 監査役の補助業務にあたる使用人は、監査役の指示、命令に従い業務を行い、その業務の実施

に関して取締役から指示、命令を受けないこととしております。 

(2) 使用人の人事異動、評価等人事権に係る事項に関して、事前に監査役に報告し、監査役会の承

認を得ることとしております。 

 

8. 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の

監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制 

(1) 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、更

には関係書類を何時においても閲覧できるものとしております。 

(2) 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人等は、監査役の要求に従い、又は自ら自己

の職務の執行状況を報告するものとしております。 

(3) 取締役・使用人等が監査役に報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないものとして

おります。 

 

 

 



 

9. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の遂行上必要と認められる費用又は債務の処理については、監査役会の監査計画に

応じて予め予算を計上するほか、緊急又は臨時に支出した費用については、事後に会社に償還を

請求することができるものとして、監査役の職務執行の実効性を確保しております。 

 

10. 財務報告の適正性を確保するための体制 

 財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、内部統制

システムを構築し、その整備・運用状況の有効性を定期的・継続的に評価し、必要な是正を行い

ます。 

 管理チームは、金融商品取引法に則り、財務報告に係る各プロセスについて内部監査及び整備状

況のテストを実施し、その結果について、取締役会へ報告しております。 

 

11. 反社会的勢力排除に向けた体制 

(1) 暴力団排除条例に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する

反社会的勢力に対しては、断固たる姿勢で臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶します。 

(2) 「石井食品グループ行動規範」の反社会的勢力排除条項に基づき、社内への周知徹底と実行力

のある体制整備の維持・向上に取り組みます。 

 

以上 


